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《令和２年第４回ふじみ野市議会定例会提出議案提案説明要旨》 

【令和２年１１月２６日開会】 

議案番号 件   名 提案説明要旨 

報告第 30 号 専決処分の報告について 

（損害賠償の額を定める 

ことについて） 

１ 専決処分理由 

損害賠償の額が確定したので、地方自治 

法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条

第 2 項の規定により報告するものです。 

２ 事故の概要 

(1) 事故発生場所及び内容 

川越市通町 9 番地 12 において、 市職員

が運転する車両が駐車場に進入し、転回し

た際、車両の左側面と駐車場内に駐車して

いた相手車両の右前方が接触し、相手方車

両のフロントバンパーを損傷した。 

 (2) 事故発生日 

令和 2 年 8 月 6 日 

(3) 損害賠償額 

494,837 円 

(4) 相手方 

住所 川越市通町 20 番地 1 

モアステージ川越 203 

氏名 川埜 晋治 

報告第 31 号 専決処分の報告について

（損害賠償の額を定める

ことについて） 

１ 専決処分理由 

  損害賠償の額が確定したので、地方自治 

 法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第 2 

 項の規定により報告するものです。 

２ 事故の概要 

 (1) 事故発生場所及び内容 

  坂戸市千代田四丁目 10 番 8 号付近におい 

 て、市職員が運転する車両が赤信号で停止 

 中の相手方車両に後方から追突し、相手方 

 車両の後部が損傷した。 

 (2) 事故発生日 

  令和 2 年 9 月 24 日 

 (3) 損害賠償額 

  671,768 円 
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 (4) 相手方 

  住所 坂戸市三光町 8 番地 26 号 

  氏名 石川 一男 

報告第 32 号 専決処分の報告について

（損害賠償請求事件に関

し訴えを提起することに

ついて） 

１ 専決処分理由 

  損害賠償請求事件に関し訴えを提起する

ので、地方自治法（昭和 22 年法律第 67

号）第 180 条第 2 項の規定により報告する

ものです。 

２ 事故の概要 

 （1）事故発生場所及び内容 

   相手方の運転する車両が、市道上の街

路樹に衝突したことによる街路樹の撤去

並びに敷石及び縁石の補修に要した費用

として、270,600 円の賠償を求める。 

 （2）事故発生日 

   令和元年 12 月 3 日  午前 6 時 45 分頃 

 （3）請求額 

   270,600 円 

第 87 号議案 専決処分の承認を求める

ことについて（令和２年

度ふじみ野市一般会計補

正予算（第８号）） 

１ 専決処分理由 

  新型コロナウイルス感染症への対応に伴

い、早急に予算措置するため編成した令和

2 年度ふじみ野市一般会計補正予算（第 8

号）を地方自治法（昭和 22 年法律第 67

号）第 179 条第１項の規定により専決処分

したので、その承認を求めるものです。 

２ 予算規模 

 補正前の予算総額 554 億 4,291 万 5 千円 

 補正予算額        1,051 万 1 千円 

 補正後の予算総額  554 億 5,342 万 6 千円 

第 88 号議案 令和２年度ふじみ野市一

般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ９

号） 

１ 総括 

本補正予算は、歳入については、額の確

定したもの、歳出については、制度改正及

び事情変更により補正を余儀なくされるも

の、及び新型コロナウイルス感染症への対

応等緊急やむを得ないものなどについて編

成したものです。 

２ 予算規模 
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 一般会計予算規模  

 補正前の予算総額 554 億 5,342 万 6 千円 

 補正予算額     39 億 3,837 万 9 千円 

補正後の予算総額 593 億 9,180 万 5 千円 

第 89 号議案 令和２年度ふじみ野市国

民健康保険特別会計補正

予算（第３号） 

１ 総括 

  本補正予算は、人件費の減額、制度改正

に伴うシステム改修費の増額及び、国民健

康保険過誤納還付金の増加により、編成し

たものです。 

２ 予算規模 

 補正前の予算総額  94 億 7,513 万 4 千円 

 補正予算額         611 万 1 千円 

 補正後の予算総額  94 億 8,124 万 5 千円 

第 90 号議案 令和２年度ふじみ野市介

護保険特別会計補正予算

（第２号） 

１ 総括 

  本補正予算は、人件費の補正に伴い、編

成したものです。 

２ 予算規模 

 補正前の予算総額  82 億 7,295 万 3 千円 

 補正予算額        △42 万 1 千円 

  補正後の予算総額  82 億 7,253 万 2 千円 

第 91 号議案 令和２年度ふじみ野市後

期高齢者医療事業特別会

計補正予算（第２号） 

１ 総括 

  本補正予算は、制度改正に伴うシステム

改修費の増額及び、後期高齢者医療過誤納

還付金の増加により、編成したものです。 

２ 予算規模 

 補正前の予算総額  13 億 6,315 万 6 千円 

 補正予算額         119 万 9 千円 

 補正後の予算総額  13 億 6,435 万 5 千円 

第 92 号議案 ふじみ野市議会議員の議

員報酬及び費用弁償等に

関する条例の一部を改正

する条例 

１ 改正理由  

人事院勧告による一般職の期末手当の引

下げを実施する中、市議会議員の期末手当

について支給月数を引き下げるものです。 

２ 改正内容 

期末手当の支給月数を 4.5 月から 4.45

月へ改正するものです。 

３ 施行年月日 

公布の日 
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第 93 号議案 市長及び副市長の給与等

に関する条例の一部を改

正する条例 

１ 改正理由  

人事院勧告による一般職の期末手当の引

下げを実施する中、市長、副市長等の期末

手当について支給月数を引き下げるもので

す。 

２ 改正内容 

期末手当の支給月数を 4.5 月から 4.45

月へ改正するものです。 

３ 施行年月日 

公布の日 

第 94 号議案 ふじみ野市職員の給与に

関する条例及びふじみ野

市一般職の任期付職員の

採用等に関する条例の一

部を改正する条例 

１ 改正理由 

令和 2 年 10 月 7 日にありました人事院

勧告に鑑み、職員の給与改定を実施するも

のです。 

２ 改正内容 

期末手当について、支給月数を 0.05 月

分引き下げ、2.6 月から 2.55 月とします。 

また、任期付職員の給与について、所要

の改定を行います。 

３ 施行年月日 

公布の日 

第 95 号議案 ふじみ野市国民健康保険

税条例の一部を改正する

条例 

１ 改正理由 

地方税法施行令の一部を改正する政令

（令和 2 年政令第 264 号）等の施行に伴

い、条文を整備する必要が生じたため改正

をするものです。 

２ 改正内容 

低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲

渡所得の特別控除の創設に伴い規定の整備

を行うもの、及び平成 30 年度税制改正に

おいて、給与所得控除・公的年金等控除か

ら基礎控除へ 10 万円の振替を行うことに

伴い、意図せざる影響や不利益が乗じない

よう所要の見直しを行うものです。 

３ 施行期日 

令和 3 年 1 月 1 日 
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第 96 号議案 ふじみ野市後期高齢者医

療に関する条例の一部を

改正する条例 

１ 改正理由 

  地方税法等の一部を改正する法律（令和

2 年法律第 5 号）の施行に伴い、条文を整

備するため、ふじみ野市後期高齢者医療に

関する条例の一部を改正するものです。 

２ 改正内容 

  地方税法の改正に伴い、延滞金の規定に

係る用語の見直しが行われたため、必要な

改正を行うものです。 

３ 施行期日 

  令和 3 年 1 月 1 日 

第 97 号議案 ふじみ野市介護保険条例

の一部を改正する条例 

１ 改正理由 

地方税法等の一部を改正する法律（令和

2 年法律第 5 号）の施行に伴い、条文を整

備するため、ふじみ野市介護保険条例の一

部を改正するものです。 

２ 改正内容 

 地方税法の改正に伴い、延滞金の規定に 

係る用語の見直しが行われたため、必要な 

改正を行うものです。 

３ 施行年月日 

  令和 3 年 1 月 1 日 

第 98 号議案 ふじみ野市営住宅条例及

び旧ふじみ野市特定目的

借上公共賃貸住宅条例の

一部を改正する条例 

１ 改正理由 

地方税法等の一部を改正する法律（令和

2 年法律第 5 号）の施行に伴い、条文を整

備するため、ふじみ野市営住宅条例及び旧

ふじみ野市特定目的借上公共賃貸住宅条例

の一部を改正するものです。 

２ 改正内容 

  地方税法の改正に伴い、延滞金の規定に

係る用語の見直しが行われたため、必要な

改正を行うものです。 

３ 施行年月日 

令和 3 年 1 月 1 日 

第 99 号議案 ふじみ野市道路占用料徴

収条例の一部を改正する

条例 

１ 改正理由 

 地方税法等の一部を改正する法律（令和

2 年法律第 5 号）の施行に伴い、条文を整
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理するため、ふじみ野市道路占用料徴収条

例の一部を改正するものです。 

２ 改正内容 

  地方税法の改正に伴い、延滞金の規定に

係る用語の見直しが行われたため、必要な

改正を行うものです。 

３ 施行年月日 

令和 3 年 1 月 1 日 

第 100 号議案 ふじみ野市公共下水道事

業受益者負担に関する条

例の一部を改正する条例 

１ 改正理由 

 地方税法等の一部を改正する法律（令和

2 年法律第 5 号）の施行に伴い、条文を整

備するため、ふじみ野市公共下水道事業受

益者負担に関する条例の一部を改正するも

のです。 

２ 改正内容 

  地方税法等の改正に伴い、延滞金の規定

に係る用語の見直しが行われたため、必要

な改正を行うものです。 

３ 施行年月日 

令和 3 年 1 月 1 日 

第 101 号議案 （仮称）ふじみ野市第３

庁舎建替工事請負契約の

締結について 

（仮称）ふじみ野市第３庁舎建替工事請負

契約の締結に関する市議会の議決を求めるも

のです。 

契約金額は金 400,400,000 円であり、工期

は契約締結の日から令和 4 年 7 月 15 日までと

なっています。 

契約の相手方は、近藤・宮建特定建設工事

共同企業体です。 

入札方式は、一般競争入札事後審査型で実

施し、入札参加数は 3 グループあり、今回の

入札において、最低制限価格を設定し、最低

制限価格を下回る入札はありませんでした。 

今回の契約によって実施する工事の概要に

ついては、次のとおりです。 

１ 建物概要 

鉄骨造、地上 3 階、延べ面積 885.27 ㎡ 
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２ 主な工事内容 

・（仮称）ふじみ野市第３庁舎の新築工事 

・ポケットパークの整備 

・歩行者用道路の整備工事 

・既存建物の解体工事 

第 102 号議案 （仮称）東地域文化施設

多目的棟大規模改修工事

請負変更契約の締結につ

いて 

１ 理由 

  工事内容の変更により、（仮称）東地域文

化施設多目的棟大規模改修工事に係る工事

請負変更契約の議決を求めるものです。 

２ 契約金額 

  変更前              657,294,000 円 

  変更後              674,784,000 円 

  変更増額              17,490,000 円 

３ 契約期間 

  令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 2 月 19 日

まで 

４ 契約の相手方 

  佐田建設株式会社 

第 103 号議案 財産の取得について １ 提案理由 

  GIGA スクール構想における 1 人 1 台端末 

整備のため、タブレット端末の取得に関す 

る市議会の議決を求めるものです。 

２ 取得金額 

  金 369,457,198 円 

３ 取得期限 

  契約確定日から令和 3 年 3 月 31 日まで 

４ 契約の相手方 

  埼玉県狭山市狭山台四丁目 22 番 2 号 

  日本情報システム株式会社 

  代表取締役 肥沼 佑樹 

５ 業者選定方法 

  指名競争入札 

６ 財産の種類及び数量 

  タブレット端末 6,162 台 

第 104 号議案 ふじみ野市道路線の認定

について 

１ 提案理由 

開発行為の工事完了に伴い、道路の用に

供する土地の帰属を受けたため、道路法
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（昭和 27 年法律第 180 号）第 8 条第 2 項

の規定に基づき、市道路線の認定につい

て、議会の議決を求めるものです。 

２ 認定する市道路線 

  市道Ａ－１８０号線 

３ 市道路線の位置 

  ふじみ野市滝三丁目地内 

４ 幅員及び延長 

  4.20ｍ～8.44ｍ  / 19.02ｍ 

５ 供用開始年月 

 令和 2 年 12 月下旬（予定） 

第 105 号議案 人権擁護委員の候補者の

推薦につき意見を求める

ことについて 

１ 提案理由 

人権擁護委員法（昭和 24 年法律第 139

号）第 9 条の規定により人権擁護委員の任

期は、3 年となっており、平成 30 年 4 月 1

日に委嘱された中野則之氏の任期が、令和

3 年 3 月 31 日をもって満了となるため、同

氏を引き続き人権擁護委員として推薦した

いので市議会に意見を求めるものである。 

２ 候補者名 

  中野 則之 氏 

３ 任期 

  令和 3 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日

まで 

第 106 号議案 人権擁護委員の候補者の

推薦につき意見を求める

ことについて 

１ 提案理由 

人権擁護委員法（昭和 24 年法律第 139

号）第 9 条の規定により人権擁護委員の任

期は、3 年となっており、平成 30 年 1 月 1

日に委嘱された千葉信氏の任期が、令和 3

年 3 月 31 日をもって満了となるため、そ

の後任として、山城いづみ氏を人権擁護委

員として推薦したいので市議会の意見を求

めるものである。 

２ 候補者名 

  山城 いづみ 氏 

３ 任期 

  令和 3 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日
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まで 

第 107 号議案 ふじみ野市立産業文化セ

ンターの指定管理者の指

定について 

１ 理由 

  ふじみ野市立産業文化センターの指定管

理者の指定期間が令和 3 年 3 月 31 日をもっ

て満了することに伴い、次期指定管理者の

指定を行うものです。 

２ 指定管理者の名称 

  毎日興業株式会社 

３ 施行期間 

  令和 3 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日

まで（4 年間） 

第 108 号議案 ふじみ野市立児童センタ

ーの指定管理者の指定に

ついて 

１  理由 

  ふじみ野市立児童センターの指定管理者

の指定期間が令和 3 年 3 月 31 日をもって期

間満了となることに伴い、再度指定管理者

の指定を行いたいので、地方自治法（昭和

22 年法律第 67 号）第 244 条の 2 第 6 項の

規定により、この案を提出するものです。 

２ 指定管理者の名称 

  シダックス大新東ヒューマンサービス株

式会社 

３ 指定期間 

  令和 3 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日

まで（5 年間） 

 


